
 
埋蔵文化財発掘調査（中央市場跡地）について 

 
神戸市教育委員会社会教育部文化財課 

 
当該地は埋蔵文化財包蔵地（兵庫津遺跡)に含まれるため、本市が試掘調査を行った結果、

埋蔵文化財が確認されました。ついては、買受事業者は土地の引渡し後、工事に際しては

文化財保護法第９３条にもとづく届出を提出のうえ、工事影響範囲の発掘調査が必要とな

ります。以下、今後の手続きについて概要をご説明します。 
 
 １．試掘調査の結果 
  （１）試掘箇所  グリッド １６箇所  トレンチ ６箇所 
  （２）時代       室町時代（16 世紀代）～江戸時代（19 世紀代） 
  （３）検出遺構   水路・土坑・柱穴・濠 
  （４）出土遺物   陶磁器・瓦・土師器 
   ※別紙太線内は、埋蔵文化財が確認されている範囲を示しています。 
 ２．発掘調査について 
  （１）手続き 
    ・発掘届出書の提出：工事着手の６０日前までに提出 
    ・発掘届出所の内容：別紙「埋蔵文化財発掘届出書の提出について」及び神戸

市教育委員会文化財課のホームページを参照してください。 
  （２）発掘調査範囲 
     届出書における土木工事が埋蔵文化財に影響を与える範囲 
  （３）調査方法 
      原則、買受事業者から市が調査依頼を受けて行います。 
  （４）調査期間・費用 
      調査費用については、買受事業者の方に負担のご協力をいただくことにな

ります。また、調査期間・費用は計画建築物の内容により変わりますので、

一概にはお答えできません。 
 
   
 
 
 
文化財に関する問い合わせ   教育員会文化財課 安田・中谷 （℡078‐322‐5799） 

神戸市のホームページ   http://www.city.kobe.jp/ 
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